
令和３年度 重点プロジェクト事業
～未来をたくす 人づくりプロジェクト～

小中一貫教育推進事業

筑西市教育委員会

義務教育学校整備推進課



１ 背 景

現在、中学校が抱えている喫緊の課題として、いじめ、不登校、暴力行為が中
学１年生になったときに大幅に増えるなど、新しい環境での学習や生活に不適応
を起こす、いわゆる「中１ギャップ」が挙げられている。

そこで本市では、学校の小規模化やいじめ・不登校等の教育課題に早急に対応
し、子供たちのより良い教育環境の整備、好ましい人間関係の構築を目指して
「筑西市小中一貫教育及び学校の適正規模・適正配置の基本方針」を策定した。
（H27.7.17）

また、この基本方針を実現するために「筑西市学校の在り方検討委員会」を組
織し、諮問した結果、「今後１０年間で特に取り組むべきこと」として、以下２
点の答申があった。（H29.2.13）

①下館北中学校区においては、義務教育学校の設置、あるいは、下館北中学校と
下館中学校との統合の検討を開始すること。

②明野中学校区においては、義務教育学校（施設一体型）の設置について検討を
開始すること。
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２ 目 的

小学校から中学校への円滑な接続を図り、小・中学校が共通する教
育目標や「目指す子ども像」を掲げ、系統性・連続性の高い教育を実
施する。
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３ 概 要

各中学校区の特色を生かした小中一貫教育に取り組むとともに、
活動内容の充実を図る。

また、明野中学校区においては、市内で初めてとなる義務教育
学校の令和６年４月開校を目指し、下館北中学校区においては、
下館中学校との令和５年４月統合に向けてそれぞれ具体的な準備
や児童生徒の交流を進める。



４ 進め方
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（１）明野中学校区

義務教育学校・明野地区準備委員会を組織
し、専門部会で個別・具体的に検討する。

【総務部会】

学校名や校歌・校章・校旗などを検討する。

【ＰＴＡ部会】

ＰＴＡ規約・活動の他、通学路やスクール
バスについて検討する。

【学校運営部会】

学校運営方針や教育課程、事前交流事業等
について検討する。



○スケジュール
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（２）下館北中学校区

下館北中学校区の保護者で組織する「学校の在り方」下館北
中学校区保護者協議会を立ち上げ、スクールバスの運行方法及
び通学路の安全対策等を検討する。

・スクールバス運行方法の検討

・通学路の安全対策（防犯灯の整備等）

また、学校の教職員等で組織する「下館北中学校・下館中学
校統合準備会」を立ち上げ、児童生徒の交流事業等を進める。

・児童生徒の事前交流事業

・学校事務の統一



○スケジュール
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５ 令和２年度の取り組み

令和２年度は、新型コロナウイルスの影響により、一部、
書面による協議や会議の中止（又は延期）を余儀なくされ
たが、概ねスケジュールのとおり会議を開催し、「 筑西市
立学校設置条例」の一部改正議案について、市議会の承認
が得られた。

・令和５年４月の下館北中と下館中の統合が決定

（令和２年第２回市議会定例会（R2.6.19可決））

・令和６年４月の明野五葉学園開校が決定

（令和３年第１回市議会定例会（R3.3.18可決））8



６ 取り組みの評価

活動指標
学校の在り方検討委員会開催数（目標値 10回（地区協議会、準備委員会含む））

⇒13回（明野中学校区：6回、下館北中学校区：7回）

成果指標
義務教育学校の開校（目標値：１校）⇒０校 ※目標年度：令和６年度

目標に対する達成状況の評価
明野中学校区については、令和６年４月の義務教育学校開校に向け一定の成果が

みられた。下館北中学校区については、保護者協議会等を開催し、統合に向けた具
体的な検討を進めることができた。
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７ 今後の方向性

拡充

（理由）

「筑西市小中一貫教育及び学校の適正規模・適正配置の基
本方針」の具現化を図るため、明野中学校区以外の中学校区
においても、適正規模・適正配置の必要性を周知し、機運を
高めていく必要があるため。
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